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「令和 7 年分扶養親族等申告書」発送のお知らせ

扶養親族等申告書に関するよくある質問

都共済ホームページリニューアルのお知らせ

令和７年（2025 年）年金カレンダー

主な項目

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖東京都職員共済組合

 年金課問い合わせ先
・E メールアドレス　　　S9000063@section.metro.tokyo.jp
・年金課コールセンター　０５７０－０３－４１６５【ナビダイヤル】平日 8 時 30 分から 17 時 30 分まで



「令和７年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」（以下
「扶養親族等申告書」）を、以下のとおりお送りします。

※令和７年２月～ 12 月にお支払いする年金の源泉徴収税額を計算するためのものです。

共済組合から支給される
年 金 の 支 給 年 金 額 合 計

（令和 6 年 10 月支給時点）（令和７年 12 月 31 日時点の年齢が）
65 歳未満の方（昭和 36 年１月２日以降に生まれた方） ………… １０８万円以上
65 歳以上の方（昭和 36 年１月１日以前に生まれた方）で
　退職共済年金・老齢厚生年金を受給している方…………………    ８０万円以上
　上記以外の年金（退職年金等）を受給している方 ……………… １５８万円以上

「令和７年分扶養親族等
申告書」発送のお知らせ

年金課  年金給付担当

扶養親族等申告書をお送りする方

 
・共済組合から支給される年金の支給年金額合計が上記金額未満の方
・障害共済 ( 厚生 ) 年金・遺族共済 ( 厚生 ) 年金を受給されている方（非課税のため、

提出する必要はありません。）

扶養親族等申告書をお送りしない方

詳細は、扶養親族等申告書に同封してある「令和７年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」
提出の手引きをご覧ください。

発送期間：令和６年10月10日（木）～17日（木）
提出期限：令和６年11月 ８日（金）

扶養親族等申告書をお送りした方についても、提出不要と
なる場合があります。以下でご確認ください。

現在、就職していますか

本人が障害者又は寡婦・ひとり親に該当しますか

控除対象となる配偶者又は扶養親族がいますか

提出が必要

現在の勤務先に令和７年分「給与所得者の
扶養控除等申告書」を提出する予定ですか

提出不要

いいえ いいえ はいはい
はいはい

いいえ

はいはい

退職手当等を受ける見込みの
配偶者又は扶養親族がいますか

いいえ

いいえはいはいはいはいはい

はいはいはいはいはい

提出しない場合
でも、年金から
の源泉徴収税率
は同じです。
（5.105％）

提出の
要否
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扶養親族等申告書に関するよくある質問

Ｑ１　扶養親族はいません。扶養親族等申告書を提出する必要がありますか。

A1　�控除対象となる配偶者や扶養親族がいない方でも、ご本人が障害者や寡婦・ひとり
親に該当する場合は、申告書を提出することで、該当する控除が受けられます。ご
本人が障害者や寡婦・ひとり親に該当しない場合、提出は不要です。

Q2　 令和６年中の支給年金額が少ないため申告書が届いていないのですが、令
和７年は支給年金額が基準以上になる見込みです。扶養親族等申告書を提
出しなくていいですか。

A2　�勤務先で扶養控除等を受けない方で、控除対象となる配偶者や扶養親族がいる方や、
ご本人が障害者又は寡婦・ひとり親に該当する方は、提出すると控除を受けられます。
申告書を発行しますので、共済組合までご連絡ください。

Q3　 印字されている内容に変更ありませんが、扶養親族等申告書を提出する必
要がありますか。

A3　 昨年と変更がない場合でも、控除対象となる配偶者又は扶養親族がいる場合やご本
人が障害者又は寡婦・ひとり親に該当する場合は提出が必要です。提出しないと、
配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦・ひとり親控除が適用されませんのでご
注意ください（勤務先で控除を受ける方は除く。）。

Q4　住所又は電話番号を訂正しましたが、共済組合への届出は必要ですか。

A4　 扶養親族等申告書で住所又は電話番号を訂正しても、年金受給者の登録情報には反
映されませんので、別途共済組合（コールセンター�0570-03-4165）に連絡してく
ださい。

Q5　 扶養親族等申告書を提出後に変更があった場合はどうすればいいですか。
変更内容を伝えれば修正してくれますか。

A5　 提出後に変更があった場合は、申告書を再発行しますので、共済組合までご連絡く
ださい。変更後の内容を記入し再提出いただければ、後から提出されたものが反映
されます。
なお、令和６年分の内容について変更する場合は、ご自身で確定申告をしていただき、
所得税を精算することになります。

東京都職員共済組合 扶養親族等申告書事務取扱センター※

☎050−3821−4287
＜開設期間＞令和 6 年 10 月 1 日（火）から同年 12 月 27 日（金）まで
＜受付時間＞ 月曜日から金曜日まで（国民の祝日を除く）  

午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分まで
※ 当共済組合では、扶養親族等申告書に係る業務を事業者へ委託し、上記期間中  

扶養親族等申告書事務取扱センターを設置しております。  
扶養親族等申告書以外のお問い合わせにはお答えいたしかねます。

扶養親族等申告書に関するお問い合わせ先（専用ダイヤル）

3



東京都職員共済組合 扶養親族等申告書事務取扱センター
☎０５０－３８２１－４２８７

月曜日～金曜日（国民の祝日を除く）午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分

確定申告に必要な令和６年分源泉徴収票は、令和７年 1月中旬に送付予定です。
（今回の申告書にご記入いただいた内容が反映されるのは、令和７年分源泉徴収票です。）

お問い合わせ先（令和６年 12 月 27 日まで）

Q6　介護保険の要介護認定を受けています。障害者控除を受けられますか。

A6　�介護保険の要介護認定を受けているだけでは障害者控除の対象となりません。市区
町村等で「障害者控除対象者認定書」の発行を受け、障害の区分、交付年月日等を
記入してご提出ください。

Q7　�源泉控除対象配偶者・控除対象扶養親族の欄に氏名が印字されていません
が、控除は適用されています。配偶者・扶養親族の氏名を記入する必要が
ありますか。

A7　�源泉控除対象配偶者・控除対象扶養親族の氏名は、市区町村に報告する「公的年金
等支払報告書」にも印字されます。氏名が印字されていないと、住民税の計算の際、
控除対象とされない場合がありますので、氏名の印字がない場合は必ず記入してご
提出ください。

Q8　�なぜ、扶養親族等（源泉控除対象配偶者・扶養親族）のマイナンバーを記
載する必要があるのですか。

A8　�所得税法施行規則により、扶養親族等申告書には扶養親族等の個人番号（マイナン
バー）を記載して提出しなければならないとされています。
税務署に提出する法定調書にマイナンバー（個人番号）を記載する必要があります
ので、ご協力をお願いします。

Q9　�共済組合の住所と違う宛名の返信用封筒が入っていました（共済組合の電
話番号と違うところから電話がありました）が、大丈夫でしょうか。

A9　�共済組合では、扶養親族等申告書に係る業務の一部を事業者へ委託し、扶養親族等
申告書事務取扱センターを庁舎外に開設しております。このため、返信用封筒の提
出先住所が共済組合のものと異なっておりますが、間違いではありません。
また、源泉徴収税額を正確に計算するため必要な範囲で、事務取扱センターより申
告書の記載内容についてお問い合わせさせていただくことがありますので、ご協力
を賜りますようお願いいたします。

Q10　�「扶養親族等申告書」を提出しましたが、届いているかどうか心配です。
確認できますか。

A10　�扶養親族等申告書事務取扱センターでは申告書をバーコード管理していますので、
お問合せいただければ届いているかどうかお調べできます。ただし、郵送にかかる
日数のほか、届いた後の開封、バーコード読取りにも数日かかることがありますの
で、ポストに投函してから１週間～ 10 日ほど経ってからお問合せください。�
万が一届いていない場合は、申告書を再発行しますので、お手数ですが再度ご提出
ください。

4



都共済ホームページ
リニューアルのお知らせ

総務課  文書広報担当

９月 27 日（金）、都共済ホームページはリニューアルしました。
トップページ URL　https://www.kyosai.metro.tokyo.jp
※トップページの URL には変更はありません。
※ トップページ以外は URL が変更となる場合があります。  

旧ホームページの URL をブックマーク等に登録している場合は、  
念のため変更をお願いします。

サイト構成の見直し・サイト内検索の利便性向上
・�新ホームページでは、これまで属性
ごとに区分されていた入口のページ
を一元化するとともに、年金受給者
用のページはログイン無しに閲覧が
可能になります。
・�新ホームページでは、サイト内検索
により、属性にかかわらず PDF の
ページを含む全てのページを横断的
に検索可能です。
・�検索窓にキーワードを入力し検索し
た結果から、目的のページに直接辿
り着くことができます。

年金課へのご連絡・お問い合わせについて
●電話番号【ナビダイヤル】（0570）03-4165（※ 1 ※ 2）
※１  ナビダイヤルへは、携帯電話からもご利用いただけますが、各携帯電話の無料通話分の対象外と

なります。
※２  IP 電話、一部携帯電話、海外からの通話は受付けできないことがあります。

・ 月曜日など休日明けの午前中や、定期支給日の前後一週間は、電話が集中するため、大変つながりに
くくなります。つながらない場合は、週の後半、早朝 (8:30〜9:00)、夕方 (16:30〜17:30) など比較
的つながりやすい時間におかけください。

・ 本人確認のため、「8596」で始まる年金証書記号番号または基礎年金番号をお知らせくださいますよ
うお願いします。

・ご相談等の内容は、電話応対の品質向上のため録音させていただきますので、ご了承ください。

● E メールアドレス：S9000063@section.metro.tokyo.jp
・メール本文に、以下を記載していただきますようお願いします。

①年金受給者の氏名　　　②年金証書記号番号または基礎年金番号　
③連絡の取れる電話番号　④お問い合わせ内容

※各画面イメージは変更となる場合があります。
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※「共済施設利用者証」は東京都職員共済組合の組合員期間が 10 年以上の方に送付しています。詳しくは東京都職員共済組合事業部厚生課（TEL：03-5320-7386）にお問い合わせください。

※
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